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傍 線 部 分 は 改 正 部 分  

改    正    後  改    正    前  

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

イ～ヌ （略） イ～ヌ （略） 

ル 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の245に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の224に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の182に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の145に相当する単位数 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の137に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の55に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（注１

（新設） 
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の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の221に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の208に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の200に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の187に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の184に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の158に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の142に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の139に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の121に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の118に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからヌまでにより算
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定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の76に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第四十八号【参考22－２】 

 

 （削る） ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

 （削る） ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費 

 イ～ニ （略） イ～ニ （略） 
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ホ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業

所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の245に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の224に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の182に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の145に相当する単位数 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、

利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日までの間、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の137に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の55に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定夜間対応型訪問介護事業所（注１の加算を算定し

ているものを除く。）が、利用者に対し、指定夜間対応型

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の221に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算

（新設） 
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定した単位数の1000分の208に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の200に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の187に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の184に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の158に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の142に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の139に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の121に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の118に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の76に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第五十一号において準用する第四十八号【参考22－２

】 

 

（削る） ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
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の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が

、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

（削る） ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が

、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、

イからニまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する

単位数を所定単位数に加算する。 

２の２ 地域密着型通所介護費 ２の２ 地域密着型通所介護費 

イ～ニ （略） イ～ニ （略） 

ホ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業

所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、

利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日までの間、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
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算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の92に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の80に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定

した単位数の1000分の64に相当する単位数 

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の59に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の43に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した

単位数の1000分の23に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型通所介護事業所（注１の加算を算定し

ているものを除く。）が、利用者に対し、指定地域密着型

通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の81に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の76に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の79に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の65に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

（新設） 

324



 
 
別紙４－２ 

 
 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の56に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の69に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の54に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の45に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の53に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の43に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算

定した単位数の1000分の33に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第五十一号の十において準用する第四十八号【参考22

－２】 

 

（削る） ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が

、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算
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定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算

定した単位数の1000分の10に相当する単位数 

 （削る） ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が

、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、

イからニまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する

単位数を所定単位数に加算する。 

３ 認知症対応型通所介護費 ３ 認知症対応型通所介護費 

イ～ハ （略） イ～ハ （略） 

ニ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護

事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定

した単位数の1000分の181に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定

した単位数の1000分の174に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定

した単位数の1000分の150に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定

ニ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が

、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は

、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日までの間

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した

単位数の1000分の104に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した

単位数の1000分の76に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した

単位数の1000分の42に相当する単位数 
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した単位数の1000分の122に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は

共用型指定認知症対応型通所介護事業所（注１の加算を算

定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定認知症

対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし

、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の158に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の153に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の151に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の146に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の130に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の123に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の119に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の127に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の112に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからハまでにより算

（新設） 
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定した単位数の1000分の96に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の99に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の88に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからハまでにより算

定した単位数の1000分の65に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第五十三号において準用する第四十八号【参考22－２

】 

 

 （削る） ホ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所

が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算

定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算

定した単位数の1000分の24に相当する単位数 

 （削る） ヘ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
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織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所

が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合

は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の23に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 

４ 小規模多機能型居宅介護費 ４ 小規模多機能型居宅介護費 

 イ～ヨ （略） イ～ヨ （略） 

タ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護

事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算定

した単位数の1000分の149に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算定

した単位数の1000分の146に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定

した単位数の1000分の134に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヨまでにより算定

した単位数の1000分の106に相当する単位数 

タ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所

が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算定した

単位数の1000分の102に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算定した

単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定した

単位数の1000分の41に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定小規模多機能型居宅介護事業所（注１の加算を算

（新設） 
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定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定小規模

多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の132に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の121に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の129に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の118に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の104に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の101に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の88に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の117に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の85に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の71に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の68に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 
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⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の56に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第五十八号において準用する第四十八号【参考22－２

】 

 

（削る） レ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業

所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

 （削る） ソ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業

所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った

場合は、イからヨまでにより算定した単位数の1000分の17に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

５ 認知症対応型共同生活介護費 ５ 認知症対応型共同生活介護費 

 イ～ソ （略） イ～ソ （略） 

ツ 介護職員等処遇改善加算 ツ 介護職員処遇改善加算 
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注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介

護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算定

した単位数の1000分の186に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算定

した単位数の1000分の178に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定

した単位数の1000分の155に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定

した単位数の1000分の125に相当する単位数 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業

所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日

までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算定した

単位数の1000分の111に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算定した

単位数の1000分の81に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した

単位数の1000分の45に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定認知症対応型共同生活介護事業所（注１の加算を

算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定認知

症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の156に相当する単位数 

（新設） 
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の155に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の148に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の133に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の125に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の120に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の132に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の112に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の102に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからソまでにより算

定した単位数の1000分の66に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第六十号において準用する第四十八号【参考22－２】 

 

 （削る） ネ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
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る様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事

業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算

定した単位数の1000分の31に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

 （削る） ナ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事

業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行

った場合は、イからソまでにより算定した単位数の1000分の

23に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 ６ 地域密着型特定施設入居者生活介護費 

イ～ル （略） イ～ル （略） 

ヲ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、

利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定

ヲ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者

に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した
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した単位数の1000分の128に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の122に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の110に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定

した単位数の1000分の88に相当する単位数 

単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型特定施設（注１の加算を算定している

ものを除く。）が、利用者に対し、指定地域密着型特定施

設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の106に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の107に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の91に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の85に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の79に相当する単位数 

（新設） 
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⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の95に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の64に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の58に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の61に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからルまでにより算

定した単位数の1000分の46に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第六十二号において準用する第四十八号【参考22－２

】 

 

 （削る） ワ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算
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定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

 （削る） カ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用

者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからルまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

イ～フ （略） イ～フ （略） 

コ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉

施設が、利用者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし

、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定

した単位数の1000分の140に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定

した単位数の1000分の136に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定

した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからフまでにより算定

した単位数の1000分の90に相当する単位数 

コ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が

、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和

６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

（新設） 
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いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定地域密着型介護老人福祉施設（注１の加算を算定

しているものを除く。）が、利用者に対し、指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の124に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の117に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の120に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の101に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の86に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 
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⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の70に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからフまでにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第七十三号において準用する第四十八号【参考22－２

】 

 

 （削る） エ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設

が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

 （削る） テ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設

が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を行った場合は、イからフまでにより算定した単位
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数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

８ 複合型サービス費 ８ 複合型サービス費 

イ～ウ （略） イ～ウ （略） 

ヰ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居

宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定

した単位数の1000分の149に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定

した単位数の1000分の146に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定

した単位数の1000分の134に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定

した単位数の1000分の106に相当する単位数 

ヰ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した

単位数の1000分の102に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した

単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した

単位数の1000分の41に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（注１の加算

を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定看

護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（新設） 
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⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の132に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の121に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の129に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の118に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の104に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の101に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の88に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の117に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の85に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の71に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の89に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の68に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからウまでにより算

定した単位数の1000分の56に相当する単位数 
 

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定め

る基準第八十一号において準用する第四十八号【参考22－２
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】 

 （削る） ノ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算

定した単位数の1000分の15に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

（削る） オ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護

を行った場合は、イからウまでにより算定した単位数の1000

分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。 
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